
奈良県重症心身障害児者支援センターの開設について

令和2年12月奈良県障害福祉課

令和3年1月5日より奈良県障害者総合支援センター内に「奈良県重症心身障害児

者支援センター」を開設します。

重症心身障害児者、医療的ケア児等とその家族が、身近な地域において心身の状

況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、

専門相談員を配置し、広域的・専門的な相談支援や各関係機関との連携・調整等

を行います。

〈センターの支援対象〉

・重症心身障害児(者)：重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複した状態の児（者）

・医療的ケア児(者)　：人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために

　　　　　　　　　　　医療を要する状態にある児（者）

〈奈良県重症心身障害児者支援センターの概要〉

場　所　：奈良県障害者総合支援センター内

　　　　　〒636-0393　奈良県磯城郡田原本町大字多722

連絡先　：TEL 080-7042-9539

E - mai　： nara.jush in .c@gmai l .com

運　　営：社会福祉法人東大寺福祉事業団に委託

職員配置：コーディネーター2名（看護職・福祉職各1名）

開設時間：月曜日～金曜日　午前9時～午後5時

相談方法：電話・メール・来所（要予約）

業務内容

相談支援

関係機関

との連携・

調整

人材育成

・重症心身障害児者、医療的ケア児者に関わる専門職・関係機関

　等への助言・相談支援

・困難事例についての助言、関係機関間の情報共有、個別支援会

　議への参加

・重症心身障害児者等の支援に関する社会資源等の情報提供

・重症心身障害児者等を支援する事業所等の連絡会の開催

・短期入所利用に関する事業所間の調整

・MCUからの在宅移行支援

・地域で実施する支援会議への参画、地域課題の共有・地域資源

　開発の支援

・医療的ケア児等コーディネーター等の人材育成


